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１. 本書について 
 本書は、令和２年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（Ｇビズポータルの実現に向けた調査等事業）実施
事業結果概要および納品物をまとめた事業報告書である。本事業で実施を行っている事業は、以下の通り 3.1～3.3 までと
なっている、それぞれの活動結果の概要を以下に記載する。 

２. 3.1 ローコーディングツールを利用した開発・運用に必要な環境整備 
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（後援名義申請デジタル化等を例とした行政手続ＰａａＳ環
境の導入実証・調査事業）において構築した環境（以下「Ｇビズフォーム」という。）上で、開発されたアプリケーションをベー
スにして、あらたな制度の電子化を実施した。開発アプリケーションに関しては当初１０種類程度を想定していたが、１シナリ
オの規模が想定よりも大きかったため、以下の５種類の手続きのアプリケーションの追加実装を行った。 
 
■実装を行った手続き 
１．デジタルプラットフォーム取引透明化法 
２．事業再編計画（産業競争力強化法） 
３．委託事業における物品の取得・管理登録 
４．遺留分に関する民法の特例（経営承継円滑化法）認定申請 
５．官公需適格組合申請 
 
１．デジタルプラットフォーム取引透明化法 
デジタルプラットフォームにおける取引の透明性を公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及
び公正性の向上に関する法律」が令和２年５月 27 日に成立し、同年６月３日に交付された。 
この手続きは、同法に関するデジタルプラットフォーム提供者による手続きとなっている。 
 
デジタルプラットフォーム取引透明化法 
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/index.html 
 
２．事業再編計画（産業競争力強化法） 
産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として産業活動における新陳代謝を促進するための措置

を講じることとしており、その一環として事業再編の円滑化を図ることとしている。 
この手続は、生産性向上を目指し、事業再編を行う取組を事業再編計画として認定し、認定を受けた取組に対して

税制優遇や金融支援等の支援措置を講じることで当該取組を後押しするための手続きとなっている。 
 
産業競争力強化法 

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/ 
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３．委託事業における物品の取得・管理登録 
産業競争力強化法の中での委託事業における物品の取得・管理を行うための手続き部分 
委託物品の登録がオンラインで実施できる。 
 
４．遺留分に関する民法の特例（経営承継円滑化法）認定申請 
経営継承円滑化法のうちの、遺留分に関する民法の特例措置をうけるための申請手続き 
経営承継円滑法における手続きには主に３つあり、 

（１） 税制支援（贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度）の前提となる認定 
（２） 金融支援（中小企業信用保護法の特例、日本政策金融公庫法等の特例）の前提となる認定 
（３） 遺留分に関する民法の特例 
 

（１）（２）は各都道府県で認定をおこなっているため、本アプリでは（３）のみの認定を行う。 
 
経営承継円滑化法による支援 
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm 
 
５．官公需適格組合申請 
毎年度、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（官公需法）に基づき、中小企業者に関する

国等の契約の基本方針を策定している。 
この手続はその中の中小企業庁に対しての、官公需的確組合の証明申請手続きを担当する。 
 
官公需施策 
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.htm 
 

[納品物一覧] 
表 2-1.3.1 納品物一一覧 

項番 項目 納品物想定 納品物実績 備考 

3.1 

(1) ライセンス一式 ・ライセンス追加手続きのみ   

(2) 

仕様検討補足資料 

・METIDPT 透明化法申請仕様 2020 年度事業   
・METI 産業競争力強化法申請仕様 2020 年度事業   
・METI 産業競争力強化法申請仕様 2020 年度事業   
・METI 遺留分民法特例申請仕様 2020 年度事業   
・METI 官公需仕様 2020 年度事業   

開発成果物一式 

・0200003_DPT 透明化法申請アプリ 
最大 10 アプリの作成
を予定していたが、モデ
ル駆動アプリと対応す
るポータルをセットで１
アプリとして、5 アプリの
作成となった。 

・G ビズフォーム DPT 透明化法申請 

・（DPT 透明化法）
_0200003_DPT_1_0_0_4_managed 

・0200004_産業競争力強化法事業再編の促進アプリ 

・G ビズフォーム事業再編計画申請 
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・（事業再編計画）
_0200004_Sangyo_1_0_0_4_managed 

・0200005_物品委託管理アプリ 

・G ビズフォーム物品委託管理申請 

・（物品委託管理）
_0200005_Buppin_1_0_0_3_managed 

・0200006_遺留分民法特例申請アプリ 

・G ビズフォーム遺留分に関する民法の特例申請 

・（遺留分に関する民法の特例）
_0200006_legitime_1_0_0_2_managed 

・0200007_官公需適格組合証明申請アプリ 

・G ビズフォーム官公需適格組合証明申請 

・（官公需適格組合証明）
_0200007_PublicDemand_1_0_0_2_managed 

  

・（METI ベース）METIBase_1_0_0_12_managed 
各アプリのベースソリュー
ションパッケージ 

・ポータル管理のレコード 
各アプリのポータル機能
のレコードパッケージ 

（追加）内部管理向け
アプリ 

・0300001_METI ナレッジ・フィードバック共有アプリ（アプリ
ケーションマスター） 

10 アプリの作成が 5 ア
プリになった分で、内部
向けの各種管理機能
を備えたモデル駆動ア
プリの作成や今後の展
開を簡易化するキャン
バスアプリの作成にに充
てた。 

・0300001_METI ナレッジ・フィードバック共有アプリ（アプリ
作成相談） 

・METI ポータルページツール 

・（METI ベース）METIBase_1_0_0_12_managed 

モデル駆動アプリを含む
ソリューションパッケージ
（開発物一式の同項
目と同等） 

テスト計画書＆実施結
果 

・テスト_テスト項目書と実行記録(DPT 透明化法)   

実務担当者向けマニュア
ル 

・ガイド_DPT 透明化法省内担当者マニュアル   

・ガイド_事業再編計画（産業競争力強化法）経済産業
省内担当者マニュアル 

  

（追加）利用者マニュア
ル 

・ガイド_DPT 透明化法利用者マニュアル   

・ガイド_事業再編計画（産業競争力強化法）利用者マ
ニュアル 

  

研修会実施資料 ・各アプリの原課への仕様説明 MTG   

(3) 
システム運用実務担当者
向けマニュアル 

・ガイド_DPT 透明化法省内担当者マニュアル 
3.1 (2) 実務担当者
マニュアルと同等 ・ガイド_事業再編計画（産業競争力強化法）経済産業

省内担当者マニュアル 
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職員からの Q&A 管理
シート 

・0300001_METI ナレッジ・フィードバック共有アプリ（フィー
ドバック・ナレッジ共有） 

3.1（追加）内部向
け管理アプリと同等 

  



 

9 
 

３. G ビズフォーム（gBizForm）について 
G ビズフォームは本事業を実施するにあたり構築を行った申請フォームの基盤であり、経済産業省が受け付ける各種申請を電
子化し、迅速な審査や交付を可能にするサービスである。 
https://form.gbiz.go.jp/ 
上記の URL で受け付けを行う。令和３年 3 月 22 日段階の画面を以下に示す。 
 

 
図 3.1 G ビズフォームトップ画面 

 
申請者は gBizID にてログインするため、ID をもっていない場合には、gBizID の取得が必要となる。 
ID 取得後に、本サイトに gBizID のユーザーID とパスワードでログインを行い、各種申請書の申請を行う。 
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図 3.2 G ビズフォーム概観 

上記が G ビズフォームの概観のイメージ図となる。ユーザー（申請者）の視点では単純なブラウザで操作するアプリケーションと
なっているが、経済産業省のクラウドシステムとして、PowerApps のキャンバスアプリおよびモデル駆動アプリにて、省内の職員が
受付業務等の操作ができるようになっている。 
 
次に具体例としてこれらのシステムをどうつかっていくのか？を前事業の G ビズフォームのプラットフォームで最初に実装を行った「後
援名義申請」 を題材に処理フローを次頁に示す。 
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 ポータルサイト利用イメージ例（後援名義申請） 

 

完了報告リマインド 
(※2) 

承認通知 

申請者 経済産業省 

gBizFORM 
ポータルサイト 

申請 

申請用レコード作成 

アクセス(＝登録) 

直接電話相談 

gBizID 

取得 

申請受付 

承認 

イベント 

実施 

完了報告 

リマインド設定(※3) 

申請通知 

受付通知 

完了報告通知 

リマインド(※4) 

審査(※1) 

<凡例> 
      ：申請者による手続き 
      ：経済産業省担当者による手続き 
      ：手続きにともなう通知 
※1 審査が通らなかった場合は申請が差し戻され、申請者は再度申請手続きを実施する。 
※2 完了報告リマインドは、完了報告が未完了の場合、イベント終了日の１日後、１週間後、１か月後に送信される。 
※3 次回の同イベントのための後援名義申請の時期に合わせてリマインドを設定する。 
※4 ※3 で設定されて時期にリマインドメールが送信される。 

後援名義 

使用可 

レコード作成通知 
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図 3.3 後援名義申請を例にした利用イメージ 
 
前頁の内容は、前事業の後援名義申請を題材にしたポータルの利用イメージである。このように、本ポータルサイトを通して各種
申請書および必要なドキュメント類を受け付け、審査を行うとともに、申請者に各種通知が行えるアプリケーション構成になってい
る。申請書毎に処理プロセスが異なるため、それぞれの申し込み受け付けの内容を実装する必要があるが、各種申請書に関し
て本サイトを窓口にすることにより、よりユーザー（申請者）にとって理解やすい、申し込みを行いやすいサイトとなるための枠組み
を提供している。 
尚、上記は G ビズフォームで最初に実装を行った制度であるが、内容的には比較的複雑な例となっている。 
そのため、本事業ではより多くの制度の実装の雛形とすべく開発をおこなった、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供
給計画・導入計画・課税の特例基準適合確認申請手続き（５Ｇ・ドローン）のデジタル化」のために用意した簡易化した手
続きの内容をひな形として本事業用のシナリオを実現している。 
次頁にひな形として定義した事業のプロセスを図示する。 
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図 3.4 ５G ドローンを例にした利用イメージ  
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４. 3.2 事業者向けの行政手続システムポータルの構築 
当初名称は未決定のまま開発検討をおこなったが、その後本ポータルの名称を「G ビズポータル（gBizPortal）」と命名し、
サイトのコンセプト、ターゲットユーザーなどの定義から新規のポータルサイト構築のための検討を実施した。 
 
4.１ポータルのコンセプト（デザインディスカッション） 
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4.2 想定をおこなったプラグマティックペルソナ 
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上記の３名のプラグマティックペルソナを設定して、サイトのデザインを実施。  
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4.3 初期バージョンの要件、実装想定機能 
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※G ビズポータル機能要件から抜粋 
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4.4 実装物 
全体的なサイトコンセプトや検討を行ったデザイン等を元に POC としてサイトを構築した。 
URL: https://gbizportal.sakura.ne.jp/ 
上記以外にも以下の URL にステージング環境を用意し、[開発環境]→[ステージング環境]→[本番環境]という形で、事前
更新の動作確認を行い、本番環境にあげられるような形式をとっている。 
ステージング環境 URL 
URL: https://gbizportal-stg.xii.jp/ 

 
図 4-1.G ビズポータルサイトトップイメージ 

 
本ポータルはプラグマティックペルソナのターゲット層であるシニア層にもわかりやすい検索を行えるサイトを目指している。 
そのため、上記の画面のように２種類のかんたん検索を設置している。 
どちらも、手入力で文字を入力せずにクリックもしくはタップ操作でかんたんに目的のものにたどりつけるように配慮している。 
以下に主な機能を示す。 
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■かんたん検索：質問に答えて探す 

 
上記は簡単な質問に回答をしていく形で、実際のさがしたい制度を見つけるための検索 UI である。 
 

 
最初に検索をおこなっているユーザーの状況を回答し、 
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次に探したい制度に対してチェックを行っていくと、対象件数を絞り込む事ができる。 
絞込みの結果として、画面下部の「該当件数：ＸＸ件」という数字が表示されているため、この数字でユーザー自身が確認
できそうな数字になった段階で、[この条件で検索]をクリックすることにより 

 
検索結果を表示することができる。 
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■かんたん検索：条件を選んで探す 

 

第２のかんたん検索は「条件を選んで探す」検索となっている。こちらも探したいもののイメージが表示されている条件に近い項
目を選択していくことで、探したい制度にたどりつけるようになっている。 
 

 

上記のように探したい制度の目的をクリックすることで、該当件数が表示される。こちらもユーザーのタイミングがいいところで「この
条件で検索」をクリックすることで、 
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検索結果を表示することができる。 
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■キーワード検索 

 

第３の検索としては「キーワード検索」が利用できる。こちらは単語の間にスペース（空白）を入力して単語を区切り、複数
キーワードで検索することができる。 

 
このように、キーワードで結果を表示することができる。結果表示にもキーワードをいれるテキストボックスが表示されるため、この
画面上で再度キーワードをいれなおして再度検索をかけることができる。 
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■サイト改善のためのデータ収集 
本サイトはユーザーからのフィードバックを受け付けられるようになっており、 

 
ご意見・お問合せの送信の欄で、プライバシーポリシーに同意し、「ご意見・お問合せフォームを開く」をクリックすることで 

 

上記のようなフォームでフィードバックをあつめられ、あつめた内容は Google フォーム上で集計結果や各コメントを閲覧することが
できる。これにより定性的なフィードバックをあつめられるようになっている。  
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■レスポンシブデザイン 
本サイトはレスポンシブ UI に対応しており、モバイル画面でも同様に利用ができる。 

 

上記のように、モバイル画面を想定した縦画面でも操作でき、メニューがモバイル用の「ハンバーガーメニュー」に切り替わる。 

 

ハンバーガーメニューをクリックすると上記のようにメニューが表示され、モバイル画面でのタップで利用できるようになっている。 
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■その他の機能 
管理系の機能として以下の機能ももっている。 
１．制度ナビ（https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/）からのデータの取り込み機能 
２．手動での検索対象データの追加機能 
３．カテゴリー編集用のマスター機能 
４．ユーザーが検索した内容やクリックした内容の統計情報をとることにより、今後のサイト改善に役立つデータを収集すること
ができる。（Google Analytics のエンジンを利用している）こちらの機能により、定量的なデータもあつめられるようになってい
る。 
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4.5 デザインガイドライン 
POC サイトの設置を通して、サイトのデザインガイドラインの作成もあわせて行った。 
UX の部分と UI の部分でのデザインガイドラインを策定している。 

 

 
UX デザイン定義 

 
 
 



 

33 
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UI デザイン定義 
以上が３．２事業の内容を及び成果物である。 
成果物の詳細を以下に示す。 
 
[納品物一覧] 

表 4-1. 3.2 納品物一覧 
項番 項目 納品物想定 納品物実績 備考 

3.2 

(1) 

ライセンス一式 ・ライセンス追加手続きのみ   

要件定義書（検討資料一式） ・G ビズポータル機能要件_20210203 提出   
コンセプト資料 ・G ビズポータルコンセプト 20210219   
開発物一式 ・gBizPortal ZIP にまとめてある 

設計書/テスト関連資料一式 ・設計書  
複数フォルダにわか
れている 

(2) 

実務担当者向けマニュアル ・ガイド_G ビズポータル利用者マニュアル   

システム運用実務担当者向けマニュアル ・ガイド_G ビズポータル管理者マニュアル   

デザインガイドライン（スタイルガイド）
CSS 等の関連ファイル含む 

・GbizPortal_DesignGide_0330   
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５. 3.3 事業報告書の作成及び定期的な報告 
本事業の遂行にともない、 
・週１回の定期ミーティング 
を実施し、進捗確認や課題解決のための協議を実施した。また、本ドキュメントを事業報告書として、全体の事業の内容をまと
め、全体事業の報告書の作成を行った。 
 
[納品物一覧] 

表 5-1. 3.3 納品物一覧 
項番 項目 納品物想定 納品物実績 備考 

3.3 
全項
目対
応 

定期的報告関連ドキュメント 
・3.1 関連作業報告書（週次） 

チーム構成の都合
上、前案件の「行政
手続ＰａａＳ環境
の導入実証・調査
事業」の定例と抱き
合わせて定例会の
実施と報告書の作
成を行った。 

・3.2 関連作業報告書（週次）   

プロジェクト最終報告書 ・事業報告書 20210331   

 
  



 

36 
 

６. 全体の実施スケジュール想定と実際の実施状況 
本事業全体においては、以下のようなスケジュールでの実施を想定していた。 

 
図 6.1 当初計画を行った全体スケジュール 

３ヶ月の非常に短いスケジュールでの実装であったこと、また事業開始時には実装するシナリオなどが確定していなかったこと
もあり、ほぼスケジュール通りにはならず、できるところから並列して作業を行うといった状況での事業実施となった。 
全体の工数についての増減はないものの、大きくわけて以下の内容で当初想定と乖離があった。 

 
3.1 
１． 追加シナリオの確定遅れ 

3.1 の事業は追加する申請書の決定が遅れると開始がそのまま送れるため、これが実際の実施状況との乖離の主原因と
なった。ただし、もともとの事業自体は 10 アプリを想定していたものの、あくまで想定であり、１つのアプリの規模や複雑さなど
で実装期間がかわってしまうため、この内容は想定内とも考えられる。 
 

3.2 
１．サイトのコンセプト策定、プラグマティックペルソナの定義、RFI の定義のための工数を見積もっていない 
 サイトを構築の要件定義に入る前の段階のサイト作成のコンセプト検討のフェーズを当初考慮にいれていなかった。開始自
体も２週間遅れて開始され、サイトのコンセプト策定、プラグマティックペルソナの定義、RFI/要件定義のフェーズで約１ヶ月か
かってしまったため、できるところの事前準備はおこなっていたものの、実質的な開発開始が２月の中旬にずれ込み、３月末の
最終日まで開発を行う状況になった。 
 
2．想定を超える機能の実装がプロジェクト開始後に判明した 
 当初機能として想定していなかった、他サイトからのデータの自動取り込みやサイトのユーザー動向分析、レスポンジブ UI に
よるマルチブラウザ、マルチデバイス対応、アクセシビリティ対応などの機能の実装が加わったため、実装のための想定工数以上
の実装工数がかかった。これらの機能に関しては、プロジェクト開始後に判明した内容のため、当初の計画には盛り込むことが
できなかった。 
 
今後同様な事業を実施する際には、少なくともサイトコンセプト、ターゲットユーザー、RFI については、実装工数の正確な見
積もりができないため、プロジェクト開始前に確定させる必要があると考える。 
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７. 各事業で作成した成果物について 
3.1 ローコーディングツールを利用した開発・運用に必要な環境整備 
１．デジタルプラットフォーム取引透明化法 

 
ポータル画面 
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フォーム画面（一部） 
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モデル駆動アプリ画面 
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２．事業再編計画（産業競争力強化法） 

 
ポータル画面（一部） 
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フォーム画面（一部） 
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モデル駆動アプリ画面 
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３．委託事業における物品の取得・管理登録 

 
ポータル画面 
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フォーム画面（一部） 
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モデル駆動アプリ画面 
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４．遺留分に関する民法の特例（経営承継円滑化法）認定申請 

 

ポータル画面 
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フォーム画面（一部） 
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モデル駆動アプリ画面 
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５．官公需適格組合申請 

 

ポータル画面（一部） 
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フォーム画面（一部） 



 

51 
 

 

 

モデル駆動アプリ画面 
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G ビズポータル 

 
トップ画面 

 

モバイルトップ画面 
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かんたん検索：質問にこたえて探す 

 
かんたん検索：条件を選んで探す 
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キーワード検索 

 
このサイトについて 
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利用規約 

 

プライバシーポリシー 
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アクセシビリティ方針 

 
サイトマップ 
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ご意見・お問合せ 

 
問い合わせフォーム 
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以上、成果物に関してのイメージ図を掲載した。G ビズポータル以外は 
 
・ポータル上の説明画面 
・申請フォーム 
・モデル駆動アプリ（一覧、フォーム） 
 
の構成となっており、基本となる雛形をベースに書く制度への申込みのコンテンツを変更するかたちで新しい申請シナリオを構
築する形になっている。 
G ビズポータルは、本事業で０からスクラッチ開発を行ったポータルのコンセプト評価のためのサイトとなっているため、すべての
画面をこの事業のためにデザイン設計を行い、その内容をデザインガイドラインに落とし込みをおこなっている。 
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８. 調達したライセンスについて 
本事業では以下のライセンス調達を行った。3.1 の事業では一部前事業の G ビズフォームのプラットフォームでのライセンスを
再利用しつつ、今回の事業用に以下のライセンスを追加購入している。 
 
3.1 事業で追加調達したライセンス 

追加購入ライセンス一覧（CSP で購入） 

項番 ライセンス内容 数量 

1 PowerApps 200 ユーザーアプリライセンス（本番用） 200  

2 PowerApps 5 ユーザーライセンス（検証環境用） 5 

3 PowerApps ポータル（ログイン回数） 
(検証環境用 100/本番用追加 100） 

2 

4 PowerApps ポータル（PV アクセス）（検証環境用） 1 

5 Office 365 E1（本番環境用 10） 10 

 
3.２事業で調達したライセンス 
3.2 の事業では PHP による一般の Web サイトを POC として構築したため以下のライセンスを調達した。 
[Web サーバーを運営するためのライセンス] 

SAKURA internet ビジネスプロプラン SLA99.99% 
https://www.sakura.ne.jp/pro.html 
My SQL 対応 転送量 260GB/日 （コンテンツブースト機能あり） 

 
尚、さくらインターネット側の制限により、自社のレンタルサーバーであとから、独自ドメインを適用する場合、既存の独自ドメイ
ンの DNS の設定を全部クリアする必要があることがわかり、他のすでに運用しているサイトへの影響が大きすぎる事から、今
回さくらインターネットの Web サイトでの独自ドメインの適用を断念した。そのため、当初予定していた以下のライセンスは不
要となった。 
 
[SSL 証明書費用]  

FUJI SSL 
https://www.fujissl.jp/certificate/prelusion/ 
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９. gBizID のレベルによるアクセス可能なエリアの違い 
3.1 の G ビズフォームのシステムは、gBizID にてログインを行うが、gBizID のレベルによりアクセスできるエリアが限られており、
ユーザ（申請者）によってレベル分けがされている。（以下の図は一部のページアクセスレベルと例として図示） 

 
図 6-1.ユーザー（申請者）の gBizID のレベルによるアクセス許可エリアの違い 

 
これにより、アクセス権がないユーザーが窓口ページとその配下ページにアクセスした場合にはアクセス拒否ページリダイレクトさ
れる仕組みとなっており、適切な権限により運用できるよう配慮されている。 
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１０. プロジェクト実施の管理体制 
本プロジェクトは、コロナ禍の中で円滑なプロジェクト運営を行うべく、すべての情報を Microsoft Teams で管理する体制を
構築し、プロジェクト運営を実施した。 

 
図 7.1 Microsoft Teams でのチームサイトの画面（一部機密内容をマスクしている。） 

上記で、 
 

 WBS の管理 
 週次での進捗報告 
 議事録 
 成果物の管理 
 各人へのタスク管理 
 
といったプロジェクト全体の管理を実施しつつ 
 
 各開発物の課題管理 
 アジャイル開発に関連した各種チャットベースでのコミュニケーション 
 オンラインでの定期ミーティングの実施 

 
といったリモートでのシステム開発に必要な内容をワンストップで対応できるような環境で、プロジェクト運営を行った。 
こちらにより、コロナ禍の状況でも適切なプロジェクト運営が可能になっているほか、プロジェクトに関連した情報の散逸を防ぎ、
新しく加入した人員も内容のキャッチアップを容易にすることを実現した。 
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１１. 事業実施完了後の所感 
今回実施をおこなった、3.1 から 3.3 の事業を通して、全体的に以下の内容の実現ができた。 
3.1 の事業について： 

 G ビズフォームの基盤を利用し、短期間で複数の申請書が実装できるようになり、プラットフォームの成長にはずみをつけ
ることができ、DX 推進の基盤を整えることができた。 

 制度申請を行うためのサイトは、e-Gov , jGrants 等もあるが、DX での制度申請・届出を行える基盤としては、経
済産業省のサイトとしては初めての基盤と考えている。 
前事業、本事業をとおして、PowerPlatform での DX でのアプリ開発基盤を成長させることができ、単独ベンダーお
よび関連職員間での制度の電子化の量産体制が確立できた。 
 

しかしながら、本事業で想定していたすべての計画の実施がうまくいったわけではなく、事業実施を通していくつかの課題も感じ
ている。その内容を以下に示す。 
 
課題１．職員すべてがこのサイト上の制度を自身で電子化する事は現段階では難しい 
今回の事業で利用している Power Platform の生産性は非常に高く、短期間である程度の複雑性をもった制度も電子
化することが可能となっている。しかしながら、IT のリテラシーがあまり高くない職員がすぐに自由につくれるようになっているかと
いうとそうではない。感触としては、最低限の Excel のマクロ（VBA）の構築ができるレベルの IT リテラシーが必要となるた
め、各職員の要望をうけつけて、申請書をつくる拠点（CoE）をつくり、そこが請け負って作成する仕組みの構築が必要であ
ると感じている。 
 
課題２．現段階の機能セットでは申請書の完全なテンプレート化＆再利用が難しい 
これは、Power Platform の現状の機能の問題でもあるが、複数の制度を電子化する場合、今回実施したようにこれまで
つくった申請書の成果物の流用はきくものの、開発として流用が効くレベルであり、作成したものの完全なテンプレート化とテン
プレートをベースとして簡易な配布に関しては現状実現できるプラットフォームではない。 
令和３年の３月段階では、配布のための仕組みが一部構築されつつあるため、時間的に今後解決していく可能性がある
が、現段階では申請書をつくる拠点が開発物を管理し、その成果物を知見として新しい制度の電子化に役立てるレベルでの
再利用で申請書を増産していく必要がある。 
 
課題３．マルチベンダーでの開発の際にルール作り、仕組みづくりが必要 
現状は、インフォシェア株式会社の人員が職員と連携し、G ビズフォームのベース部分や各申請書を一手に引き受けて作成
をおこなっているが、プラットフォームが拡大していくと、マルチベンダーでの申請書開発になってくることが想定される。 
その場合には 
・ 開発のための検証環境をベンダー毎に設置できるようにする 
・ 各ベンダーが開発、本番環境に展開した際に、作成したベンダー以外のベンダーが作成した部分を壊さない、動きに影

響を与えないようにするためのルールを確立 
・ ライセンス管理に関しても、各事業で追加したライセンスについての管理体制をどうするかを検討 
することになる。 
今後本プラットフォームをより成長させるためには、マルチベンダーでの機能拡張が必要となってくるため、今後は申請書の追加
を実施しながら、G ビズフォームをマルチベンダーでの開発基盤として必要な内容を強化するための事業が必要になってくると
考える。 
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3.2 の事業について： 

 ユーザーターゲットを定義しそれにそった検索方式、カテゴリーの定義ができた。 
 G ビズシリーズのロゴをはじめ、サイトデザインのガイドラインを作成することができた。 
 短期間でまったく新規のサイトを第一段階の公開レベルまで立ち上げることができた。 
 今回のサイトのコンセプトを確認するための POC としての位置づけの初期段階のサイトを構築することができた。 
 サイトの利用状況の分析、データ連携の自動化などのロジックも一部組み込むことができた。 

 
しかしながら、本事業で想定していたすべての計画の実施がうまくいったわけではなく、事業実施を通していくつかの課題も感じ
ている。その内容を以下に示す。 
 
課題４．制度へのリンクや関連情報を自動的に取り込めるようにするためには、各サイトで API 連携ができるようにする
ための対応が必要となる。 
今回の事業では手作業でのデータ入力以外には、制度ナビからのデータの自動取り込みを実装したが、他の候補のサイトで
は API がなくデータ取り込みの実装ができなかった。 
 
事例・制度ナビ Data API (外部公開向け) 
https://app.swaggerhub.com/apis/JPSMEA/api-search-case-and-assistance-data/3.0 
 
e-GOV、jGrants、gBizForm など制度申請をおこなうためのサイトは、経済産業省、中小企業庁でも複数存在している
ため、G ビズポータルでの各サイトのデータの自動取り込みを実現するためには、各サイトでの Data API の整備が必須となっ
てくる。 
 
課題５．今後機能を強化し、ユーザーに公開して情報を収集してサイトを育成していかないとサイトの品質の急激な向
上は難しい。 
今回は、スクラッチ開発としては３ヶ月弱の開発期間で、サイトコンセプト、ターゲットユーザー、RFI の定義、RFP 化、設計、
開発、テスト、デザインガイドラインの作成を実施したため、実質のサイトの開発期間（コーディング/テストの期間）が１ヶ月
程度しか実装期間が確保できなかった。そのため、コンセプト定義と RFI＆RFP の作成が同時並行、サイトデザインの定義を
実装が同時並行になる形の本来のウォーターフォール開発ではない、アジャイルに近い形でのコーディングを行うことになったた
め、UI デザイン変更での手戻りなど、開発ロスが大きい形での開発をせざるをえない状況が発生した。 
今後は、サイトのユーザービリティの向上、機能向上をめざして開発を行うことになるため、今回のような混乱は発生しないと
想定されるが、今後同様の Web サイトをスクラッチ開発する場合には、コンセプト、ターゲットユーザー、RFI を最初に決定す
る期間を設け、その後に RFP、設計、開発という流れが定義できる期間を設けたほうが高品質なサイトを構築できると考え
る。 
 
課題６. 限定的に公開し、公開後の PDCA を回す部分の定義と運用設計が追加で必要 
今回作成したサイトは、サイトのコンセプト、ターゲットユーザーに対しての仮定を行った上でサイトを構築している。 
そのため、その仮定が正しいかどうかは今後の利用状況をみながら、情報を集め、サイトを更新していく PDCA をしばらくまわし
ていく必要がある。今回の事業の範囲ではサイトの構築までであり、運用設計などまで実施できていないため、実際に公開を
行う前に、外部公開前の省内職員からの情報収集や内容改善をおこないつつ、運用設計などを行った後で、サイトを公開し
たほうがよいと考える。  
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１２. 関連サイト URL 
（１） G ビズフォーム 

https://form.gbiz.go.jp/ 
 

（２） ミラサポ Plus（制度ナビ） 
      https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/ 

 
（３） jGrants 

https://www.jgrants-portal.go.jp/ 
 

（４） e-Gov 
https://www.e-gov.go.jp/ 

 
（５） G ビズ ID 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 
 

（６） PowerApps Portal 
https://powerapps.microsoft.com/ja-jp/portals/ 
 

（７） PowerApps 
https://powerapps.microsoft.com/ja-jp/ 

 
(８)  Office 365（Microsoft 365） 
      https://www.microsoft.com/ja-JP/microsoft-365 

 
（９）METIDX 経済産業省デジタルトランスフォーメーション特設サイト 

https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/index.html 
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１３. [参考資料 1] デジタルプラットフォーム取引透明化法利用者マニュアル 

1. はじめに 
この文書は、経済産業省所管のデジタルプラットフォーム取引透明化法上の手続を G ビズフォームポータルサイト
（https://form.gbiz.go.jp ）で行う事業者向けの利用者ガイドです。デジタルプラットフォームにおける取引の透明性
と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が令和２年５
月 27 日に成立し、同年６月３日に公布されました。同法に関連するデジタルプラットフォーム提供者は、このガイドの手順
に則り手続を行ってください。手続の対象となるのは下記の条件に当てはまる事業者です。 
 

 物販総合のオンラインモールを運営する事業者（前年度の国内売上額が 3,000 億円以上） 
 アプリストアを運営する事業者（前年度の国内売上額が 2,000 億円以上） 

 
本文書では、G ビズフォームポータルサイトを使用する上で知っておく必要がある認証方法や操作手順を手続の概要ととも
にステップバイステップで説明します。 
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2. 概要 

2-1.手続の流れ 

手続を開始する前に電話等で省内担当者に連絡を取り、事業者が同法の手続き対象であるかをご相談いただけます。デジ
タルプラットフォーム取引透明化法の電子手続に進むには G ビズ ID を取得し、Ｇビズフォームポータルサイトにサインインする
必要があります。 
 

手続開始から決裁までは下記の流れで行われます。 

 

1. 新規届出の提出 
事業者はまず、G ビズフォームポータルサイトから届出を提出します。提出された届出は経済産業省内システムで受付処理
され、決裁へ進みます。決裁の結果、弁明対象外となった場合は、指定不要のステータスとなり、手続きはクローズとなりま
す。 
 

2. 弁明の提出 
弁明対象とされた場合には、事業者は再度 G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、届出に係る弁明の提出を行いま
す。提出された弁明は届出と同様に経済産業省内システムで受付処理され、決裁へ進みます。 
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2-2.事業者への通知 

本システムにおける届出では、届出レコードのステータスが多段階に変更されます。届出ステータスが更新されるたびに事業
者にメール通知が届きます。また、事業者はいつでもポータル上で届出ステータスを確認でき、届出の処理の進捗を把握する
ことができます。 
 
通知メールの例 

 
 
 

＜ポータル上のステータス＞ 
ポータル上での届出レコードでは、ステータス列に下記のいずれかが表示され、届出の処理段階を確認することが
できます。 

 
一時保存 
届出済 
受付済 
差戻し 
弁明期間 
弁明済 
弁明受付済 
指定済 
指定不要 
取下げ 
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3. 新規届出の提出 
手続の準備が整ったら G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、届出を開始します。 
 
1. G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、

G ビズ ID でサインインする。（ワンタイムパ
スワードの入力を求められます。） 

 
2. 「電子申請を開始する」→「デジタルプラッ

トフォーム取引透明化法上の手続」→「手
続する」と進み、届出の一覧画面で、「＋
作成」をクリックする。 

 
3. 新規フォームを開いたら、届出に必要な項

目を入力し、必要なファイルを添付する。 
 

入力内容を一時保存する場合は、「届出
の準備が整いました」のチェックを入れずに
「保存・届出」をクリックする。 

 
届出の準備が整ったら「届出の準備が整
いました」にチェックを入れて「保存・届出」
をクリックすることで、届出が提出される。 
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4. 弁明の提出 
新規届出が受理され弁明期間に入ったら、G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、弁明を提出します。提出する弁明
がない場合でも「弁明無し」として届出の必要があるのでご注意ください。弁明の提出後の決裁で指定済となったら手続き
は完了です。 
1. 「電子申請を開始する」→「デジタルプラッ

トフォーム取引透明化法上の手続」→
「手続する」と進み、届出の一覧画面で、
提出済みの届出のステータスが「弁明期
間」になっていることを確認する。「V」を開
き、「編集」をクリックする。 

 
2. 編集フォームを開いたら、「弁明の届出」の

タブを開く。届出に必要な項目を入力し、
必要なファイルを添付する。 
 

 
3. 「＋新規」をクリックする。 

 
4. 「弁明の有無」を選択する。「有」の場合

は「ファイルの添付」から弁明のファイルを添
付して「届出」をクリックする。 
「無」の場合は添付無しのまま「届出」をク
リックする。 

 
5. 弁明届出が完了すると、提出済みの届出

のステータスが「弁明済」になり、弁明の提
出が完了する。 
※弁明の提出が反映されステータスが「弁
明済」になるまでしばらく時間がかかること
があります（最大 15 分）。 
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5. 届出が差戻し又は指定不要となった場合 

5-1.差戻し 

提出した内容に不備や不足がある場合は届出が差し戻されます。差し戻された届出は修正ののち再提出できます。 
 
1. 届出が差し戻された場合、ステータスが

「一時保存」になっています。 

 
編集フォームで届出の不備を修正し、再
提出する。 
 
新規届出のときと同様に、入力内容は一
時保存することができる。一時保存する場
合は、「届出の準備が整いました」のチェッ
クを入れずに「保存・届出」をクリックする。 

 
届出の準備が整ったら「届出の準備が整
いました」にチェックを入れて「保存・届出」
をクリックすることで、届出が提出される。 
 

 

 

5-2.指定不要 

届出処理のプロセスでは、新規届出後と弁明の提出後に、指定不要として決裁されることがあります。指定不要になった場
合、届出の内容から事業者はデジタルプラットフォーム取引透明化法上の指定の必要がないと判断されたことを意味します。
指定不要となったら手続は終了となります。 
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6. 届出の取り下げ 
提出された届出は、事業者の任意のタイミングで取り下げることができます。取り下げられた届出については、その時点で省
内担当者に通知が届き、指定のプロセスから除外されます。取り下げの手順は下記のとおりです。 
 
1. 届出の一覧画面で「V」を開いて「詳

細の表示」をクリックする。 
 

 
2. 参照フォームを最下部までスクロール

し、「取下げ」をクリックする。 

 
3. 届出ステータスが「取り下げ」に変更

される。 
※取り下げが反映されステータスが
「取り下げ」になるまでしばらく時間が
かかることがあります（最大 15
分）。 
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7. 変更の届出・報告書の提出・指定の取消申出 
Ｇビズフォームポータルサイトでは指定を受けた届出に係る変更の届出、報告書の提出、指定の取消申出を行うことがで
きます。それぞれの手続は下記の流れで処理されます。 
 

 
 
1. 「電子申請を開始する」→「デジタルプラッ

トフォーム取引透明化法上の手続」→
「手続する」と進み、届出の一覧画面で
「V」を開き、「編集」をクリックする。 

 
2. 編集フォームを開いたら、「変更の届出」

「報告書の提出」「指定の取消申出」から
行う手続のタブを開く。 
 

 
3. 「＋作成」をクリックする。 
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4. 新規届出のときと同様に必要項目の入力
とファイルの添付を行い「保存・届出」をク
リックする。 
 
※「届出の準備が整いました」のチェック
ボックスがある届出では、チェックをして「保
存・届出」をクリックすることで届出提出、
チェックせずに「保存・届出」をクリックするこ
とで一時保存の処理が行われる。チェック
ボックスがない届出では一時保存の機能
はないため、そのまま提出される。 
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１４. [参考資料 2] デジタルプラットフォーム取引透明化法省内担当者（管理者）マニュアル 

1. はじめに 
この文書は、G ビズフォームポータルサイト（https://form.gbiz.go.jp ）から行なわれた経済産業省所管のデジタルプ
ラットフォーム取引透明化法上の手続を取り扱う省内担当者向けのガイドです。 
 
デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び
公正性の向上に関する法律」が令和２年５月 27 日に成立し、同年６月３日に公布されました。下記の条件に当ては
まり、同法に関連するデジタルプラットフォーム提供者は、G ビズフォームポータルサイトで電子化された届出の手続きを行い
ます。 
 

 物販総合のオンラインモールを運営する事業者（前年度の国内売上額が 3,000 億円以上） 
 アプリストアを運営する事業者（前年度の国内売上額が 2,000 億円以上） 

 
省内担当者は、提出された届出を専用の「DPT 透明化法申請アプリ」を使って処理します。本文書では、G ビズフォーム
ポータルサイトから提出された届出を DPT 透明化法申請アプリで処理する上で知っておく必要がある操作手順を手続の概
要とともにステップバイステップで説明します。 
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2. 概要 

2-1.手続の流れ 

手続は、G ビズ ID でＧビズフォームポータルサイトにサインインした事業者が届出を作成することで開始されます。 
手続開始から決裁までは下記の流れで行われます。省内担当者は DPT 透明化法申請アプリで届出のステータスを変更するこ
とで処理ステップを進めていきます。 

 

 新規届出の提出後 

1. 受付処理（届出の内容に不備がない場合） 
または差戻し処理（届出の内容に不備があり修正後に再提出を依頼する場合） 

2. 弁明期間処理（届出が弁明対象と判断された場合） 
（または指定不要処理（弁明対象外と判断された場合） 

 弁明の提出後 

1. 弁明受付処理 
2. 指定済処理（弁明が指定対象と判断された場合） 

または指定不要処理（弁明から指定不要と判断された場合） 
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2-2.DPT 透明化法申請アプリの使い方 

処理を行う DPT 透明化法申請アプリの使用手順は下記のとおりです。各処理における個別の操作は次章以降の各項
目を参照してください。 
1. Power Apps にサインインし、

「アプリ」のメニューから「DPT 透
明化法申請アプリ」をクリックす
る。 
 
※右上の環境が「経済産業省
（本番）」になっていることを確
認してください。 
 
 

 
2. 左のメニューから処理を行う届

出の区分を選択すると、選択し
た届出区分のレコードが一覧で
表示される。処理を行うレコー
ドをクリックする。 

 
3. 選択したレコードがフォームで開

き、詳細を確認・編集できる。 
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2-3.事業者への通知メールの転送 

届出のステータスを変更する各処理を行った後は、省内のメーリングリストに送付されるシステムからの通知メールを事業者
に転送する必要があります。各メールの転送手順は下記の通りです。 
 
1. 「転送」をクリックする。 

 
 

 
2. 右の赤枠部分の事業者メール

アドレスを To に記載し、件名
を調整し、省内担当者向けの
赤枠部分（【デジタルプラット
フォーム取引透明化法が受付
されました】 より上の部分）を
削除する。 

 
3. 「送信」をクリックする。 
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3. 新規届出の提出後の処理 

3-1.受付 

1. DPT 透明化法申請アプリの「DPT 法申請
（新規）」をクリックし、レコードの一覧から
該当のレコードを開く。入力内容と添付ファ
イルに不備がないか確認する。 
 

 
2. 不備がないことが確認できたら届出ステータ

スで「受付済」を選択する。 

 
3. 「上書き保存」をクリックする。 

 
4. 受付の完了を通知するメールが省内のメーリングリストに送付される。このメールをテンプレートとして、不必要な部分

の削除などを行ったのち、事業者にメールを転送する。転送手順は[2-3.事業者への通知メールの転送]を参照して
ください。 
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3-2.差戻し 

1. DPT 透明化法申請アプリの「DPT 法申
請（新規）」をクリックし、レコードの一覧
から該当のレコードを開く。入力内容と添
付ファイルに不備がないか確認する。 
 

 
2. 不備があり、事業者に差戻しで修正させる

場合は、届出ステータスで「差戻し」を選
択する。 

 
3. 「上書き保存」をクリックする。 

 
4. 差戻しを通知するメールが省内のメーリングリストに送付される。このメールをテンプレートとして、不必要な部分の削

除などを行ったのち、事業者にメールを転送する。 
転送手順は[2-3.事業者への通知メールの転送]を参照してください。 
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3-3.弁明期間 

※弁明対象外と判断され、弁明期間にせず「指定不要」にする場合は[4-3.指定不要]を参照してください。 
 
1. DPT透明化法申請アプリの「DPT法申請（新

規）」をクリックし、レコードの一覧から該当のレ
コードを開く。 

 
2. 事業者に弁明の提出を依頼する場合は、届出

ステータスで「弁明期間」を選択する。 

 
3. 「上書き保存」をクリックする。 

 
4. 弁明期間になったことを通知するメールが省内のメーリングリストに送付される。このメールをテンプレートとして、不必

要な部分の削除などを行ったのち、事業者にメールを転送する。 
転送手順は[2-3.事業者への通知メールの転送]を参照してください。 
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4. 弁明提出後の処理 

4-1.弁明受付 

1. DPT 透明化法申請アプリの「DPT 法申請
（新規）」をクリックし、レコードの一覧から該
当のレコードを開く。 

 
2. 「弁明の届出」タブを開き、提出された弁明の

レコードを開く。 

 
3. 弁明の有無を確認する。「有」の場合は添付

ファイルをクリックして内容を確認する。 

 
4. 弁明を確認したら「←」をクリックし、前の画面

に戻る。 
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5. 「新規届出」のタブを開き、届出ステータスで
「弁明受付済」を選択する。 

 
6. 「上書き保存」をクリックする。 

 
7. 弁明受付を通知するメールが省内のメーリングリストに送付される。このメールをテンプレートとして、不必要な部分の

削除などを行ったのち、事業者にメールを転送する。 
転送手順は[2-3.事業者への通知メールの転送]を参照してください。 
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4-2.指定済 

1. DPT透明化法申請アプリの「DPT法申請（新
規）」をクリックし、レコードの一覧から該当のレ
コードを開く。 

 
2. 省内決裁の結果指定となった場合は、届出ス

テータスで「指定済」を選択する。 

 
3. 「上書き保存」をクリックする。 

 
4. 指定されたことを通知するメールが省内のメーリングリストに送付される。このメールをテンプレートとして、不必要な部

分の削除などを行ったのち、事業者にメールを転送する。 
転送手順は[2-3.事業者への通知メールの転送]を参照してください。 
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4-3.指定不要 

1. DPT 透明化法申請アプリの「DPT 法申請（新
規）」をクリックし、レコードの一覧から該当のレ
コードを開く。 

 
2. 省内決裁の結果指定不要となった場合は、届出

ステータスで「指定不要」を選択する。 

 
3. 「上書き保存」をクリックする。 

 
4. 指定不要となったことを通知するメールが省内のメーリングリストに送付される。このメールをテンプレートとして、不必

要な部分の削除などを行ったのち、事業者にメールを転送する。 
転送手順は[2-3.事業者への通知メールの転送]を参照してください。 
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１５. [参考資料 3] 事業再編計画利用者マニュアル 

1. はじめに 
この文書は、経済産業省所管の事業である産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定申請を G ビズフォームポー
タルサイト（https://form.gbiz.go.jp）で行う申請者向けの利用者ガイドです。 
産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として産業活動における新陳代謝を促進するための措置を講
じることとしており、その一環として事業再編の円滑化を図ることとしています。これは、我が国の経済社会全体における経
営資材の有効活用を通じ、我が国の産業における生産性の向上を目指すものです。具体的には、生産性向上を目指
し、事業再編を行う取組を事業再編計画として認定し、認定を受けた取組に対して、税制優遇や金融支援等の支援措
置を講じることで当該取組を後押しします。 
 
本文書では、G ビズフォームポータルサイトを使用する上で知っておくべき操作手順を、事業再編計画の認定申請とそれに
関連する申請の概要とともにステップバイステップで説明します。下記の項目の手順がカバーされています。 
 

 申請手続き前に外形要件を満たしているか確認するセルフチェック 
 経済産業省担当者との申請前相談 
 事業再編計画認定申請の本申請手続き 
 事業再編計画の認定に係る租税特別措置法申請 
 事業再編計画の認定に係る実施状況の報告 
 実施状況の報告のリマインドメール設定 
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2. 概要 

2-1.G ビズフォームへのサインイン 

事業再編計画認定申請に係る手続きを行うには G ビズフォームにサインインする必要があります。G ビズフォームには G ビ
ズ ID を使ってサインインします。サインインの手順は下記の通りです。 
※事業再編計画の手続きには「プライム」またはプライム ID 保持者が発行する「メンバー」の G ビズ ID が必要です。G ビ
ズ ID 未取得、または「エントリー」の G ビズ ID しか持っていない場合は、本手続きを行う前に、「プライム」または「メンバー」
の G ビズ ID を取得してください。 
 
1. G ビズフォームポータルサイト（https://for

m.gbiz.go.jp）にアクセスし、右上の「サイン
イン」をクリックする。 

 
2. 「Sign in with gBizID」をクリックし、アカウン

ト ID とパスワードを入力しログインする。 

 

 
3. ワンタイムパスワードを入力し「OK」をクリックす

る。 
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4. G ビズフォームに戻り、右上の「サインイン」がサ
インインした G ビズ ID の登録名に変わってい
ればサインイン完了となる。 
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2-2.申請の流れ 

事業再編計画の申請は下記のステップに分かれています。 
 
1．セルフチェック 申請する事業が外形要件を満たしているか、Web 上で簡単な質問に答え

ることで確認できます。必須の手続きではありません。 
2．申請前相談 本申請に進む前に経済産業省担当者との事前相談を実施します。セルフ

チェックをしない場合はこちらから手続きを開始してください。 
3．本申請 申請前相談を終えたら本申請を行います。本申請は下図の流れでステータ

スが処理され、省内で決裁されます。 
4．租税特別措置法適用証明申請 認定された本申請に係る租税特別措置法の適用証明申請を行います。本

申請が認定された事業のみが対象です。該当する租税特別措置法に応じ
て様式を選択します。本申請と同様、下図の流れでステータスが処理され、
省内で決裁されます。 

5．実施状況報告 
（リマインドメールの設定を含む） 

認定された本申請に係る実施状況報告を行います。本申請が認定された
事業のみが対象で、最長5年間の実施状況報告が義務付けられています。
実施状況報告は経済産業省に受理された時点で手続き完了となり、省内
決裁などは行われません。不備があった場合は受理されずに提出者に差し戻
されるので、不備を修正し再提出します。 

 

申請から決済までの流れ 

 
  



 

89 
 

2-3.申請者への通知 

本システムにおける申請では、申請レコードのステータスが多段階に変更されます。申請ステータスが更新されるたびに事業者に
メール通知が届きます。また、事業者はいつでもポータル上で申請ステータスを確認でき、申請の処理の進捗を把握することがで
きます。 
 

通知メールの例 

 
 

＜ポータル上のステータス＞ 
ポータル上での申請レコードでは、ステータス列に下記のいずれかが表示され、申請の処理段階を確認することが
できます。 

 
 

一時保存 
申請済（受付待ち） 
受付済（認定待ち） 
差戻し 
認定完了 
不認定 

 
 

 

 
 

 
  



 

90 
 

3. セルフチェック 
手続きを開始する前に、Web 上の質問にアンケート形式で回答することで、事業が本申請の外形要件を満たしているか
確認することができます。セルフチェックの手順は下記の通りです。 
 
4. G ビズフォームポータルサイトにアクセス

し、G ビズ ID でサインインする。 

 
5. 「電子申請を開始する」→「事業再編計

画の認定申請（産業競争力強化
法）」→「申請する」と進み、事業再編
計画申請手続きの窓口画面を開く。 
「セルフチェック」をクリックする。 
 

 
6. 「回答する」をクリックする。 

 

 
7. アンケートが開始する。各質問に回答

し、「次へ」で回答を進める。（計３問あ
ります。） 

 



 

91 
 

8. 回答に応じた結果が表示される。結果を
確認したらブラウザを閉じる。 
 
※セルフチェックの結果は保存されませ
ん。結果を再度確認したい場合は再度
アンケートに回答する必要があります。 

 

 
セルフチェックはあくまで外形要件を満たしているかという判断の目安です。ここで外形要件を満たしているからといって申請した事
業再編計画が必ずしも認定されるわけではありません。 
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4. 申請前相談 
 

本申請に進む前に G ビズフォーム上で事業再編計画の基本的な情報を省内担当者に共有することで、申請前相談を
受けることができます。申請前相談の手順は下記の通りです。 
 
1. G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、G

ビズ ID でサインインする。 

 
2. 「電子申請を開始する」→「事業再編計画

の認定申請（産業競争力強化法）」→
「申請する」と進み、事業再編計画申請手
続きの窓口画面を開く。 
「申請前相談」をクリックする。 

 

 
3. 「作成」をクリックする。 

 
 

 
4. フォーム上の項目を入力し、「相談提出」を

クリックする。相談が提出され、内容を確認
した省内担当者から電話、メールまたはポー
タル上で連絡が入り、相談を実施する。 
 
※入力内容を保存する機能はありません。 
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5. ポータル上で共有される省内担当者メッセー
ジを確認するには、申請前相談の一覧から
「編集」または「詳細の表示」をクリックし、
フォームを下までスクロールするとみえる「省内
担当者からのメッセージ」を確認する。 

 
6. 相談が終了すると、省内担当者によって相

談のステータスが「終了済み」に変更される。 
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5. 本申請 

5-1.申請の手順 

省内担当者との申請前相談を完了し、本申請に進むよう案内されたら下記の手順で本申請を行います。 
 
1. G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、G

ビズ ID でサインインする。 

 
2. 「電子申請を開始する」→「事業再編計画

の認定申請（産業競争力強化法）」→
「申請する」と進み、事業再編計画申請手
続きの窓口画面を開く。 
「本申請」をクリックする。 
 

 
3. 「作成」をクリックする。 

 
4. 新規フォームを開いたら、申請に必要な項

目を入力し、必要なファイルを添付する。 
 
入力内容を一時保存する場合は、「申請の
準備が整いました」のチェックを入れずに「申
請・保存」をクリックする。 
 
申請の準備が整ったら「申請の準備が整い
ました」にチェックを入れて「申請・保存」をク
リックすることで、申請が提出される。 

 

 
申請後は、省内担当者から通知メールを受け取り、申請の処理状況を確認し、決裁結果に応じて交付文書を受けるという
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流れになります。申請に不備があり決裁に回せない場合は、申請レコードが差し戻されるので、適宜再申請の対応を取りま
す。申請後の流れについては、租税特別措置法の適用証明申請でも同様です。差戻しされた場合の処置については実施
状況報告でも同様です。 

5-2.差戻しされた場合 

経済産業省担当者による申請内容の確認の結果、申請に不備などがあり決裁に回せないと判断されたら、申請が差戻
されます。差戻しを受けた後、再申請する場合の対応は下記の通り。 
 
【差戻しされた場合】 

 
 
申請一覧画面で差し戻された申請レコードの申請ステータスが「一時保存」になっていることを確認し、「編集」で開く。 

 
 
申請内容の不備を修正したら、初回の申請と同様に「申請の準備が整いました」にチェックを入れ、「申請・保存」をクリック
すると、再申請が完了します。（再編集中に一時保存する場合は、「申請の準備が整いました」にチェックを入れず「申
請・保存」をクリックします。） 
 

 
 
※再申請したレコードが再度差し戻された場合も、再申請の手順は同様です。 
 

  

経済産業省担当者から
差戻し通知メールが届く

申請一覧画面で
申請が「一時保存」の状態に

差し戻されている

差し戻された申請を再編集し、
再度申請
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5-3.交付文書の受領 

省内担当者から認定通知または不認定通知のメールを受信したら、ポータル上の申請レコードを参照フォームで開き、省
内担当者によって添付された交付文書をダウンロードし受領します。手順は下記の通りです。 
※実施状況報告については、受付通知メールを受信した段階で手続き終了となり、交付文書はありません。 
 
4. 申請の一覧画面で、該当する申請

のステータスが「認定完了」または
「不認定」になっていることを確認す
る。 
 
「V」を開いて「詳細の表示」をクリック
する。 

 

 
5. 参照フォームを最下部までスクロール

し、交付されたファイルをクリックし、ダ
ウンロードする。 
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6. 租税特別措置法適用証明申請 
事業再編計画の本申請が認定されたら、事業再編計画の認定に係る租税特別措置法適用証明の申請を行うことがで
きます。 
 
1. G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、G ビズ

ID でサインインする。 

 
2. 「電子申請を開始する」→「事業再編計画の認

定申請（産業競争力強化法）」→「申請す
る」と進み、事業再編計画申請手続きの窓口
画面を開く。 
「本申請」をクリックする。 
 

 
3. 申請ステータスが「認定完了」になっていることを

確認し、「編集」でレコードを開く。 

 
4. 「租税特別措置法適用証明」のタブを開く。 
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5. 関係する租税特別措置法に応じて様式を選択
し「作成」をクリックする。（第 1 号、第 2 号又
は第 3 号関係なら様式第一。第 4 号、第 5
号又は第 6 号関係なら様式第二。） 

 
6. 新規フォームを開いたら、申請に必要な項目を

入力し、必要なファイルを添付する。 
 
入力内容を一時保存する場合は、「申請の準
備が整いました」のチェックを入れずに「申請・保
存」をクリックする。 
 
申請の準備が整ったら「申請の準備が整いまし
た」にチェックを入れて「申請・保存」をクリックする
ことで、申請が提出される。 

 
 
申請後の流れは本申請の場合と同様です。 
差戻された場合と、認定後の交付文書の受領についても、租税特別措置法適用証明の申請レコードを開き、本申請と
場合と同様の処理を行います。[5-2. 差戻された場合][5-3. 交付文書の受領]をそれぞれ参照してください。 
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7. 実施状況報告 
認定された事業再編計画には、年ごとにそれに係る実施状況報告を行う必要があります。本申請が認定された事業のみが
対象で、最長 5 年間の実施状況報告が義務付けられています。 

7-1.リマインドメールの設定 

G ビズフォームでは、毎年の実施状況報告の時期になると事業者に報告をするようにリマインドするメールの設定ができま
す。こちらの設定は必須ではありませんが、実施状況報告を忘れることがないように設定していただくことを推奨します。 
 
1. G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、G ビズ

ID でサインインする。 

 
2. 「電子申請を開始する」→「事業再編計画の認

定申請（産業競争力強化法）」→「申請す
る」と進み、事業再編計画申請手続きの窓口
画面を開く。 
「本申請」をクリックする。 
 

 
3. 申請ステータスが「認定完了」になったレコード

は、リマインドメールの設定一覧（画面下の一
覧）に表示される。「設定」をクリックする。 
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4. 「リマインドを希望しますか？」を「はい」に変更
し、例を参考に希望するリマインドを「リマインド
開始年」「リマインド送付年数」「リマインド月」を
入力し設定する。 
設定が完了したら「設定保存」をクリックする 
 
※リマインドは選択したリマインド月の初日にシス
テムから自動送付されます。送付年数は最長 6
年まで選択できます。 

 

7-2.実施状況報告の提出 

1. G ビズフォームポータルサイトにアクセスし、G ビズ
ID でサインインする。 

 
2. 「電子申請を開始する」→「事業再編計画の認

定申請（産業競争力強化法）」→「申請す
る」と進み、事業再編計画申請手続きの窓口
画面を開く。 
「本申請」をクリックする。 
 

 
3. 申請ステータスが「認定完了」になっていることを

確認し、「編集」でレコードを開く。 

 
4. 「実施状況報告」のタブを開く。 
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5. 「作成」をクリックする。 

 
6. 新規フォームを開いたら、申請に必要な項目を

入力し、必要なファイルを添付する。 
 
入力内容を一時保存する場合は、「申請の準
備が整いました」のチェックを入れずに「申請・保
存」をクリックする。 
 
申請の準備が整ったら「申請の準備が整いまし
た」にチェックを入れて「申請・保存」をクリックする
ことで、申請が提出される。 
 
※必要に応じてここからダウンロードできる「（別
紙１）様式第 48_年度終了時実施状況報
告書」を参考に作成した別紙を添付してくださ
い。 
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１６. [参考資料 4] 事業再編計画省内担当者（管理者）マニュアル 

1. はじめに 
この文書は、G ビズフォームポータルサイト（https://form.gbiz.go.jp）から行なわれた経済産業省所管の事業である
産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定申請を取り扱う省内担当者向けのガイドです。 
産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として産業活動における新陳代謝を促進するための措置を講
じることとしており、その一環として事業再編の円滑化を図ることとしています。これは、我が国の経済社会全体における経
営資材の有効活用を通じ、我が国の産業における生産性の向上を目指すものです。具体的には、生産性向上を目指
し、事業再編を行う取組を事業再編計画として認定し、認定を受けた取組に対して、税制優遇や金融支援等の支援措
置を講じることで当該取組を後押しします。 
 
本文書では、G ビズフォームポータルサイトから提出された申請を処理する上で、経済産業省内担当者が知っておくべき操
作手順を、事業再編計画の認定申請とそれに関連する申請の概要とともにステップバイステップで説明します。下記の項目
の手順がカバーされています。 
 

 事業者との申請前相談の処理 
 事業再編計画認定申請の本申請の処理 
 事業再編計画の認定に係る租税特別措置法申請の処理 
 事業再編計画の認定に係る実施状況の報告の処理 
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2. 概要 

2-1.申請の流れ 

手続は、G ビズ ID でＧビズフォームポータルサイトにサインインした事業者が申請を作成することで開始されます。 
手続開始から決裁までは下記の流れで行われます。省内担当者は産業競争力強化法事業再編の促進アプリ（モデル駆動ア
プリ）で申請のステータスを変更することで処理ステップを進めていきます。 

 

 申請前相談 

相談者が記入した内容をもとに、ポータル上のコメントボックスまたは電話・メールで相談者とやり取りを行います。 
相談が終了したら、「相談終了」の処理を行い、申請に該当すると判断した場合、相談者に本申請に進むよう案内しま
す。 

 本申請 

本申請が提出されたら、受付処理（または申請の内容に不備があり修正後に再提出を依頼する場合は差戻し処理）
を行います。受付された申請は省内決裁にかけられ、省内担当者は決裁によって認定処理または不認定処理を行いま
す。 

 租税特別措置法適用証明申請 

本申請の処理手順と同様に処理を行います。 

 実施状況報告 

報告が提出されたら、本申請と同様、受付または差戻しの処理を行います。報告には決裁はないため、受付された時点
で処理完了となります。 
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2-2.産業競争力強化法事業再編の促進アプリの使い方 

処理を行う産業競争力強化法事業再編の促進アプリの使用手順は下記のとおりです。各処理における個別の操作は
次章以降の各項目を参照してください。 
4. Power Apps にサインインし、

「アプリ」のメニューから「産業競
争力強化法事業再編の促進ア
プリ」をクリックする。 
 
※右上の環境が「経済産業省
（本番）」になっていることを確
認してください。 
 
 

 
5. 左のメニューから処理を行う届出

の区分を選択すると、選択した
届出区分のレコードが一覧で表
示される。処理を行うレコードを
クリックする。 

 
6. 選択したレコードがフォームで開

き、詳細を確認・編集できる。 
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3. 申請前相談の処理 
申請前相談は、G ビズフォームポータルサイトから相談者が相談レコードを作成することで開始されます。省内担当者は
メーリングリストに届く申請前相談の提出通知を受け取ったら内容を確認し相談を実施します。 
 
1. メーリングリストに申請前相談の提出通知が届

く。記載されたモデル駆動アプリ URL をクリックす
る。 

 
2. ブラウザでモデル駆動アプリが開く。提出された

内容を確認し、記載された連絡先情報をもとに
相談者と連絡を取る。 

 
3. ポータル上で相談者にメッセージを返す場合は

「省内担当者からのメッセージ」を入力する。ここ
に入力した内容は、相談者がポータル上で確
認できる。 

 
4. 相談が終了したら、相談ステータスを「終了済

み」に変更し、「相談終了日」を入力する。「上
書き保存」または「保存して閉じる」をクリックして
申請前相談はクローズとなる。 
相談者が申請に該当する場合は、本申請の
手続きに進むよう案内する。 
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4. 本申請・租税特別措置法適用証明・実施状況報告の処理 
本申請・租税特別措置法適用証明・実施状況報告はそれぞれ、G ビズフォームポータルサイトから申請者がレコードを作
成することで開始されます。省内担当者はメーリングリストに届く各手続きの提出通知を受け取ったら内容を確認し処理を
実施します。 
また、省内担当者は任意のタイミング（決裁に回すときなど）でレコードの内容を、様式に則った Word テンプレートに出
力することができます。 
 
なお、実施状況報告に関しては決裁プロセスが存在せず、受付の時点で処理完了となります。 

4-1.Word テンプレート（様式）への出力 

作成されたレコードの入力内容を、定められた様式に則った Word テンプレートに出力する場合は、下記の手順にしたが
います。 
 
1. モデル駆動アプリを開き、メニューから処

理を行う手続きの種別を選択する。レ
コードの一覧から出力する対象のレコー
ドを開く。 

 
2. 上部リボンメニューから「Word テンプレー

ト」をクリックする。（ブラウザのサイズに
よって「 ⁝」にたたまれていることがありま
す。） 

 
3. 「事業再編計画本申請（省内決裁

用）」をクリックする。Word テンプレート
がダウンロードされる。 
 
※ここでは本申請の出力ですが、租税
特別措置法適用証明や実施状況報
告の場合はそれぞれ別の Word テンプ
レートが用意されています。 
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4. レコードの情報が様式に差し込み入力さ
れた形で Word テンプレートが出力され
る。 
 
※必要に応じて編集も可能です。 

 

4-1.受付 

5. モデル駆動アプリを開き、メニューから処理
を行う手続きの種別を選択する。レコード
の一覧から処理の対象のレコードを開く。
入力内容と添付ファイルに不備がないか確
認する。 
（添付ファイルは「添付ファイル」タブからダ
ウンロードできます。） 

 

 
6. 不備がないことが確認できたら、レコード右

上の「修正者」の右にある「V」を開き、申
請ステータスで「受付済（認定待ち）」を
選択する。 
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7. 「上書き保存」または「保存して閉じる」を
クリックする。受付の完了を通知するメール
が申請者宛に自動送付される。 

 
 

4-3.差戻し 

5. モデル駆動アプリを開き、メニューから処理
を行う手続きの種別を選択する。レコード
の一覧から処理の対象のレコードを開く。
入力内容と添付ファイルに不備がないか確
認する。 
（添付ファイルは「添付ファイル」タブからダ
ウンロードできます。） 

 

 
6. 不備が見つかり、レコードを申請者に差し

戻すには、レコード右上の「修正者」の右に
ある「V」を開き、申請ステータスで「差戻
し」を選択する。 
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7. 「上書き保存」または「保存して閉じる」を
クリックする。差戻しを通知するメールが申
請者宛に自動送付される。 
 
※しばらくたつとステータスが自動的に「一
時保存」に変わりますが、システム上の正し
い動作です。 

 
 

4-4.認定 

8. モデル駆動アプリを開き、メニューから処理
を行う手続きの種別を選択する。レコード
の一覧から処理の対象のレコードを開く。 
 

 

 
9. レコード右上の「修正者」の右にある「V」を

開き、申請ステータスで「認定完了」を選
択する。 
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10. 「上書き保存」または「保存して閉じる」を
クリックする。認定を通知するメールが申請
者宛に自動送付される。 
 
 

 
 

4-5.不認定 

1. モデル駆動アプリを開き、メニューから処
理を行う手続きの種別を選択する。レ
コードの一覧から処理の対象のレコー
ドを開く。 

 

 
2. レコード右上の「修正者」の右にある

「V」を開き、申請ステータスで「不認
定」を選択する。 
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3. 「上書き保存」または「保存して閉じ
る」をクリックする。不認定を通知する
メールが申請者宛に自動送付される。 
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5. G ビズフォームへのファイルアップロード 
申請者に交付する認定書など、モデル駆動アプリを使用して G ビズフォームポータルサイトにファイルをアップロードする場合
は下記の手順に従って実施します。 
 
1. モデル駆動アプリを開き、メニューから処

理を行う手続きの種別を選択する。レ
コードの一覧からファイルをアップロードす
る対象のレコードを開く。 

 
 

2. 「添付ファイル」のタブを開く。 

 
3. タイムラインのクリップアイコンをクリックす

る。 

 
4. 添付ファイルするファイルを開く。 
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5. テキストボックスに「*WEB*」と入力し、
「メモの追加」をクリックする。 
 
※「*WEB*」を入力しない場合、G ビ
ズフォームポータルサイト上では申請者
に対してファイルが表示されず、モデル駆
動アプリのみで参照可能となります。 

 
6. 「上書き保存」または「保存して閉じる」

をクリックする。 
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１７. [参考資料 5] G ビズポータルデザインガイドライン 
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